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１．目的 

国土交通省所管のダムについては、「河川法第 14 条及び特定多目的ダム法第 31 条に基

づくダムに係る操作規則の策定について」（平成 13 年 11 月 28 日、国河環第 78 号・国河治

第 170 号、河川局長通達）に基づいて、定期検査を実施している。 

ダムの定期検査は、ダム管理者により、ダム施設及び貯水池が適切に維持管理され、良

好な状態に保持されているか、また、流水管理が適切に行われているか確認するため、維

持管理状況、ダム施設・貯水池の状態について、ダム管理者以外の視点から定期的に検査

するものである。 

 本手引きは、ダムの定期検査の重要性に鑑み、定期検査の適切な実施に資するよう、検

査の実施方法、実施内容等をとりまとめたものである。 

 
 

２．適用範囲 

本手引きは、河川法第 3 条の規定に基づく河川管理施設のダム（同法第 17 条に規定す

る兼用工作物のダム、特定多目的ダム法第 2 条に規定する多目的ダム、独立行政法人水資

源機構法第 2 条に規定する特定施設を含む）の定期検査（以下「検査」という。）に適用

する。 

 

 

３．検査の頻度 

（１）検査は、3年に 1 回以上の頻度で実施することを基本とする。 

 

（２）検査の結果により、以下のいずれかの指摘が行われた場合には、次回以降の検査に

ついて、（１）に示す検査周期を 1 年間短縮するものとする。 

①維持管理状況について、直ちに改善の措置が必要である（総合判定Ａ） 

②ダム施設・貯水池の状態について、ダムの安全性及び機能への影響が認められ、直

ちに措置を講じる必要がある（総合判定Ａ） 

ただし、上記の場合においても、各ダムを管理する地方整備局、北海道開発局、沖

縄総合事務局、独立行政法人水資源機構の部局（以下「地方整備局等」という。）は、

ダム管理者が速やかに全ての総合判定Ａの指摘事項について改善したことを確認した

場合は、（１）に示す検査周期とするものとする。 

 

（３）検査周期から 1 年間短縮した後の定期検査において、a 判定とした検査項目が c 判

定に改善された場合は（１）に示す検査周期とするものとする。 

 なお、上記以外の場合については、引き続き、検査周期を短縮したままとする。 
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４．検査の実施手順 

４．１ 検査フロー 

検査は、地方整備局等、検査官及びダム管理者において、以下の検査フローに従って

実施する。 

 

 
 

図－1 検査フロー 

 
 
 
  

・地方整備局等からダム管理者へ検

査の実施について通知

・検査官を選任しダム管理者へ通知

（１）通知

・事前資料をとりまとめて、検査

官へ事前に提出

（２）事前資料提出

・事前提出資料により、検査対象ダムの

維持管理の概要及び留意すべき検査事

項等を把握

（３）事前提出資料確認

・維持管理状況検査

・ダム施設・貯水池の状態検査

（４）現地検査

・検査票による総合判定、指摘事項なら

びに改善のための意見等のとりまと

め・報告

（５）検査結果のとりまとめ・報告

・検査結果をダム管理者に通知

（６）検査結果の通知

・指摘事項に対する対応方針のと

りまとめ及び報告

（７）対応方針の報告 対応方針の確認

対応方針の確認・受理

【ダム管理者】 【検査官】 【地方整備局等】

検
査
準
備

現
地
検
査

検
査
後
の
対
応

・ａ判定となった検査事項又は検

査箇所毎に対応状況を報告

（８）対応状況の報告

対応状況の確認・受理

完了
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４．２ 検査手順 

（１）通知（地方整備局等） 

地方整備局等は、前述した検査の頻度を基本として、ダム管理者に検査を実施するこ

とを通知する。通知は検査予定日の 2 ヶ月前までに行う。 
また、地方整備局等は、ダム管理者が前回の検査後に地方整備局等に対応方針及び対

応状況の報告を行っている場合は、対応方針及び対応状況の写しをダム管理者に送付す

る。 
 
〔送付資料〕 

・検査様式 1－3 検査での指摘と対応方針及び対応状況（前回の検査後にダム管理

者が地方整備局等に行った対応方針及び対応状況の報告の写し） 

 
（２）事前資料提出（ダム管理者） 

ダム管理者は、以下の資料を検査予定日の１週間前までに検査官に提出する。 

①検査様式（ダム管理者が事前に必要事項を記入する） 

・検査様式 1－1 ダムの諸元及び主な地震・洪水等の記録 

・検査様式 1－2 定期検査での指摘事項と対応の経緯 

・検査様式 1－3 定期検査での指摘事項と対応方針及び対応状況（前回検査での指

摘事項に対する対応状況を記載。既に対応が完了し、地方整備局

等へ対応状況を報告している場合はその写し） 

・検査様式 3－1～4  維持管理状況検査の検査票（資料・記録の有無を記載） 

・検査様式 3－5～11 ダム施設・貯水池の状態検査の検査票（ダム管理者による日

常管理で気付いた点を記載） 

②ダムの概要に関する資料（ダム位置図、堤体四面図） 

③操作規則等（操作規則、操作細則、異常洪水時防災操作（ただし書き操作）要領、

事前放流実施要領、ダム点検整備基準等） 

④長寿命化計画 

⑤ダムの管理に係るフォローアップの資料（年次報告書、定期報告書の概要） 

⑥以上の他、ダム施設や貯水池の状態、維持管理の課題等に応じて適宜準備する資料 

 
（３）事前提出資料確認（検査官） 

検査官は、現地検査実施前に、ダム管理者から事前に提出された資料の内容を確認し、

検査を実施するダムの維持管理の概要及び検査にあたって留意すべき検査事項や検査

箇所等について把握する。 
 
（４）現地検査（検査官） 

検査官は検査当日、現地において、維持管理の記録や調査等の資料の確認、ダム管理

者へのヒアリングを併せて実施することにより、ダム管理者による維持管理状況の検査

を実施し、検査事項ごとに個別判定の結果とその理由を検査票（検査様式 3－1～4）に

記載する。 

また、検査官は検査当日、現地において、巡視・点検記録や観測・計測結果等の資料

の確認、目視、簡易計測及び動作による確認、ダム管理者へのヒアリングを併せて実施

することにより、ダム施設・貯水池の状態の検査を実施し、検査箇所ごとに個別判定の

結果とその理由を検査票（検査様式 3－5～11）に記載する。 
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（５）検査結果のとりまとめ・報告（検査官） 

検査官は、検査結果総括票（検査様式 2－1～2）に、検査結果をとりまとめ、検査票

（検査様式 3－1～11）と合わせて、地方整備局等に報告する。 

検査結果のとりまとめにあたっては、維持管理状況やダム施設・貯水池の状態につい

て、検査票の検査結果の判定欄に a 判定がある場合は指摘事項を、b、b1、b2 判定があ

る場合は改善のための意見を記載する。 

 
（６）検査結果の通知（地方整備局等） 

地方整備局等は、検査結果（検査様式 2－1～2、検査様式 3－1～11）をダム管理者に

通知する。 

 
（７）対応方針の報告（ダム管理者） 

ダム管理者は、検査結果の通知を受けて、検査票の検査結果の判定欄に a 判定がある

場合は、検査官の指摘事項に対する対応方針を検査様式 1－3 にとりまとめて、検査官の

確認を経た上で、地方整備局等に速やかに報告する。報告にあたっては、対応策の内容

やその実施時期をできるだけ具体的に記載する。 
 

（８）対応状況の報告（ダム管理者） 

ダム管理者は、対応方針の報告後、ａ判定となった検査事項又は検査箇所ごとの対応

状況について、対応が完了した際に地方整備局等に報告する。 
なお、全ての対応が完了していない場合は、検査事項又は検査箇所ごとの対応状況を

検査様式 1－3にとりまとめ、毎年度末に地方整備局等に報告する。 
 
 
４．３ 検査における記入書類と記入時期 

検査官又はダム管理者が検査にあたって記入する検査様式と記入時期は、表－1 に示

すとおりである。 

 

表－1 検査官又はダム管理者が記入する検査様式と記入時期 

 

  

維持管理状況検査 ダム施設・貯水池の状態検査

検査様式 2-1

　定期検査結果総括表

 （維持管理状況検査）

検査様式 2-2

　定期検査結果総括表

 （ダム施設・貯水池の状態

 　検査）

様式 3-1

　管理体制

様式 3-2

　ダム施設の維持管理状況

様式 3-3

　貯水池の維持管理状況

様式 3-4

　流水管理状況

様式 3-5

　土木構造物の状態

様式 3-6

　機械設備の状態

様式 3-7

　電気通信設備の状態

様式 3-8

　貯水池周辺斜面の状態

様式 3-9

  観測・計測設備の状態

様式 3-10

　その他の管理設備の状態

様式 3-11

　貯水池の堆砂の状態

 (1)通知

 (2)事前資料提出

 (3)事前提出資料確認

 (4)現地検査

 (5)検査結果のとりまとめ・報告

 (6)検査結果の通知

 (7)対応方針の報告

 (8)対応状況の報告

　記入者　○：検査官　●：ダム管理者

●

●

○

○

○

● ● ● ●

　　　　　　　　　記入書類

　　　記入時期

検査様式 1-1

　ダムの諸元及び

　主な地震・洪水等の記録

検査様式 1-2

　定期検査での指摘事項と

　対応の経緯

検査様式 1-3

　定期検査での指摘事項と

　対応方針及び対応状況

定期検査結果総括票
検査票
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５．検査の内容 

５．１ 検査の種類及び検査項目 

検査官は、ダム管理者により、ダム施設及び貯水池が適切に維持管理され、良好な状

態に保持されているか、また流水管理が適切に行われているかについて確認するため、

維持管理状況、ダム施設・貯水池の状態について検査を実施するものとする。 

検査の種類と検査項目は、以下のとおりとする。 

 

 
 

図－2 検査の種類及び検査項目 

 
  

維持管理状況検査 管理体制 （検査項目 1－1）

ダム施設の維持管理状況（検査項目 1－2）

貯水池の維持管理状況 （検査項目 1－3）

流水管理状況 （検査項目 1－4）

ダム施設・貯水池の状態検査 ダム施設・貯水池の状態（検査項目 2）

検査の種類 検査項目
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５．２ 維持管理状況検査 

検査官は、検査項目別に定めた検査事項について検査し、検査事項ごとに個別判定を

行うとともに、判定の理由を記載するものとする。 
また、この個別判定結果を基に、維持管理状況検査の総合判定を行うものとする。 

 

５．２．１ 検査項目別の検査事項等 

（１）管理体制（検査項目 1－1）の検査事項等 

管理体制（検査項目 1－1）の具体的な検査事項等は、表－2 のとおりである。 

 

表－2 管理体制（検査項目 1－1）の検査事項等 

検査事項 検査の着眼点 検査方法 
平常時の体制整備

の状況 
・平常時の管理組織図が適切に整備されてい

るか 
・管理組織図等の資

料の確認 

非
常
時
の
体
制
整
備
の
状
況 

地 震発生時

の体制 

・一定の強さ以上の地震の発生時における初

動体制、夜間・休日を含めた要員確保、連絡

組織・連絡系統について、明確な体制整備が

されているか 

・地震時の体制に関す

る組織図、連絡系統

図等の資料の確認 
・地震発生時の対応記

録資料の確認 

出水時の体

制 

・出水時の初動体制、夜間・休日を含めた要員

確保、連絡組織・連絡系統について、明確な

体制整備がなされているか 
・操作規則等に定められた通知先等と整合が

とれているか 

・洪水時の体制に関す

る組織図、連絡系統

図等の資料の確認 
・洪水時の防災対応記

録資料の確認 

事故等発生

時の体制 

・水質事故や設備に係る事故等の発生時にお

ける初動体制、夜間・休日を含めた要員確保、

連絡組織・連絡系統等について、明確な体制

整備がされているか 

・事故等発生時の体制

に関する組織図、連

絡系統図等の資料の

確認 
・事故等発生時の対応

記録資料の確認 

操作等の演習の実

施状況 

・ダムの操作等に関する演習が適切に実施さ

れているか 
・演習の実施記録資料

の確認 

機械、器具及び資

材の配備状況 

・出水や水質事故等に対応するための必要な

機械、器具、資材が適切に配備されているか 
・配備品目録の確認 
・配備状況の目視確認 
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（２）ダム施設の維持管理状況（検査項目 1－2）の検査事項等 

ダム施設の維持管理状況（検査項目 1－2）の具体的な検査事項等は、表－3のとおり

である。 

 

表－3 ダム施設の維持管理状況（検査項目 1－2）の検査事項等 

検査事項 検査の着眼点 検査方法 

巡視・日常点検の実

施状況 

・巡視、目視や計測等による日常点検が、ダム

点検整備基準に定められた項目、頻度により

実施されているか 

・巡視・日常点検の記

録の確認 
・計測の記録の確認 

地震時臨時点検の

実施状況 

・地震時臨時点検が、適時・適切に実施されて

いるか 
・緊急の措置が必要と判断された場合に、直ち

に対策が実施されているか 

・地震時臨時点検とそ

の後の対応に関する

記録の確認 

出水時臨時点検の

実施状況 

・出水時臨時点検が、適時・適切に実施されて

いるか 
・緊急の措置が必要と判断された場合に、直ち

に対策が実施されているか 

・出水時臨時点検とそ

の後の対応に関する

記録の確認 

長寿命化計画に基

づく保全対策等の

実施状況 

・長寿命化計画に基づく対策等が実施されて

いるか 
・施設・設備の対策等

の実施記録の確認 

記
録
資
料
の
保
存
・
整
理
状
況 

巡視・点検の

記録 

 
・巡視・点検の記録が系統的に整理・保存され

ているか 
・ダム点検整備基準に基づく計測（漏水量、変

形量、揚圧力等）の記録が系統的に整理・保

存されているか。 
 

・巡視・点検の記録資

料の確認 
・計測の記録資料の確

認 

維持・修繕等

の記録 

・ダム施設に関する維持・修繕等の記録が、系

統的に整理・保存されているか 
・ダム建設時や試験湛水時の記録が、系統的に

整理・保存されているか 

・維持・修繕等の記録

資料の確認 
・建設時等の記録資料

の確認 

地震観測記録 

・地震時臨時点検の対象となった地震につい

て、地震計による地震観測記録が、継続的に

整理・保存されているか 

・地震観測記録資料の

有無の確認 
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（３）貯水池の維持管理状況（検査項目 1－3）の検査事項等 

貯水池の維持管理状況（検査項目 1－3）の具体的な検査事項等は、表－4 のとおりで

ある。 

 

表－4 貯水池の維持管理状況（検査項目 1－3）の検査事項等 

検査事項 検査の着眼点 検査方法 

貯水池の状態 
把握の実施状況 

・貯水池（堆砂、水質、環境等）の状態を把握

するため、調査等が実施されているか 
 

・貯水池（堆砂、水質、

環境等）の状態に関

する調査等の記録の

確認 

貯水池の状態を踏

まえた対策の実施

状況 

・貯水池の状態を踏まえ、対策を講じているか 
・必要に応じて、洪水時に流入する流木・塵芥

等の堤体・取水設備への流下の防止等を実施

しているか 

・貯水池の対策の記録

の確認 

記録資料の保存・

整理状況 

・調査等の記録資料が、系統的に整理・保存さ

れているか 
・貯水池の対策の記録が、系統的に整理・保存

されているか 
 

・調査等の記録資料の

確認 
・対策の記録資料の確

認 
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（４）流水管理状況（検査項目 1－4）の検査事項等 

流水管理状況（検査項目 1－4）の具体的な検査事項等は、表－5 のとおりである。 

 
表－5 流水管理状況（検査項目 1－4）の検査事項等 

検査事項 検査の着眼点 検査方法 

水文・水理観測及び

気象情報の収集状

況 

・水文・水理観測及び気象情報の収集が操作

規則等に定められた項目、頻度により実施

されているか 

・観測記録、収集した

情報の確認 
 

高水管理の実施状

況 

・洪水時操作が操作規則等に基づき適切に実

施されているか 
・操作記録の確認 

低水管理の実施状

況 

・平常時・渇水時の運用が操作規則等に基づ

き適切に実施されているか 
・操作記録の確認 

記
録
資
料
の
保
存
・
整
理
状
況 

ダム管理年報

等 

・ダム管理年報に必要事項が適切にとりまと

められ、系統的に整理・保存されているか 
・操作規則、設備の操作・取扱説明書等の資料

が整備されているか 
・ゲート操作のための貯水位容量曲線、放流

量増加制限曲線、ゲート開度流量曲線、発

電放流算定図表等の資料が整備されている

か 

・ダム管理年報等の資

料の確認 

観測等の記録 

・観測等の記録が操作規則等に基づき適切に

とりまとめられ、系統的に整理・保存され

ているか 

・観測等の記録資料の

確認 
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５．２．２ 個別判定の方法 

検査官は、維持管理状況検査において、検査項目別に定めた検査事項について、表－

6の個別判定区分により、個別判定を行う。 

 

表－6 維持管理状況検査における検査事項の個別判定区分 

個別判定区分 状 況 

ａ 著しく不適切な点があり、改善を要する。 

ｂ 対応を強化又は改善を検討すべき課題がある。 

ｃ 適切に実施されている。 

 
 

５．２．３ 総合判定の方法 

検査官は、維持管理状況について、表－7の総合判定区分により、総合判定を行う。 

 

表－7 維持管理状況の総合判定区分 

総合判定区分 状 況 

Ａ 
直ちに改善の措置が必要である。 

（ａ判定とした検査事項がある。） 

Ｂ 

一部問題はあるが、全体的な問題はない。 

（ａ判定とした検査事項はないが、ｂ判定とした検査事項があ

る。） 

Ｃ 
全体的に問題はない。 

（全ての検査事項がｃ判定である。） 
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５．３ ダム施設・貯水池の状態検査 

検査官は、検査項目別に定めた検査事項（検査箇所）について検査し、検査箇所ごと

に個別判定を行うとともに、判定の理由を記載するものとする。 
また、この個別判定結果を基に、ダム施設・貯水池の状態検査について総合判定を行

うものとする。 
 
５．３．１ 検査事項及び検査箇所等 

ダム施設・貯水池の状態（検査項目 2）の具体的な検査事項及び検査箇所等は、表－

8(1)～(5)のとおりである。 

 

表－8(1)  ダム施設・貯水池の状態（検査項目 2）の検査事項及び検査箇所等 

検査 

事項 
検査箇所 検査の着眼点 検査方法 

土
木
構
造
物
の
状
態 

計測結果（コンクリ

ートダム） 

・貯水位、気温、降雨等に応じた経時的な挙動

の変化傾向に異状がないか 

・堤体の挙動デ

ータ等を整理

した資料の確

認 
 漏水 ・堤体及び基礎地盤からの漏水量の計測結果

に異状がないか 

・監査廊内、堤体下流面の漏水、漏水量計測時

に濁り等の異状がないか 

変形（変位） ・変形（変位）の計測結果に異状がないか 

 

揚圧力 ・基礎排水孔、最大断面、相対的に圧力の高い

箇所の揚圧力の計測結果に異状がないか 

・貯水位に対する基礎揚圧力の関係、設計揚圧

力との比較等から異状がないか 

計測結果（フィルダ

ム） 

・貯水位、気温、降雨等に応じた経時的な挙動

の変化傾向に異状がないか 

・堤体の挙動デ

ータ等を整理

した資料の確

認 
 漏水 ・堤体及び基礎地盤からの漏水量（浸透量）の

計測結果に異状がないか 

・堤体や基礎からの漏水、漏水量（浸透量）計

測時に濁り等の異状がないか 

変形（変位） ・外部変形等の計測結果に異状がないか 

 

間隙水圧 ・基礎地盤や相対的に圧力の高い箇所の間隙

水圧の計測結果に異状がないか 

・貯水位に対する間隙水圧の関係、試験湛水時

の計測値との比較等から異状がないか 

浸潤線 ・水位観測孔の計測結果に異状がないか 

・堤体下流面やダムと地山の取付け部付近に

浸み出しがないか 
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表－8(2)  ダム施設・貯水池の状態（検査項目２）の検査事項及び検査箇所等 
検査 

事項 
検査箇所 検査の着眼点 検査方法 

土
木
構
造
物
の
状
態 

堤体（コンクリート

ダム） 

・ダムの安全性及び機能に影響を及ぼすよう

なコンクリートの劣化・損傷等がないか 

・天端、監査廊、下流面直線部、継目及び高欄

部等の状態に異状がないか 

・その他、何らかの劣化・損傷等の異状がない

か 

・巡視・点検の記

録の確認 

・計測の記録の

確認 

・目視や簡易計

測等による構

造物の状態の

確認 

 

 上流面 

下流面 

堤頂部 

監査廊 

堤体（フィルダム） ・ダムの安全性及び機能に影響を及ぼすよう

な盛立材料の劣化・損傷等がないか 

・見通し線、法面、フィル堤体とコンクリート

構造物との接合部の相対的な変形等に異状

がないか 

・その他、何らかの劣化・損傷等の異状がない

か 

 上流面 

下流面 

堤頂部 

監査廊 

基礎地盤 ・ダムの安全性及び機能に影響を及ぼすよう

な基礎地盤の劣化・損傷等がないか 

・その他、何らかの劣化・損傷等の異状がない

か 

洪水吐き 

（土木構造物部分） 

・ダムの安全性及び機能に影響を及ぼすよう

なコンクリートの劣化・損傷等がないか 

・その他、何らかの劣化・損傷等の異状がない

か 
 流入部 

越流部 

導流部 

減勢工 

放流管 

その他の放流設備 

（土木構造物部分） 

・ダムの安全性及び機能に影響を及ぼすよう

なコンクリートの劣化・損傷等がないか 

・その他、何らかの劣化・損傷等の異状がない

か 
 取水設備 

放流設備 

堤体周辺斜面 ・ダムの安全性及び機能に影響を及ぼすよう

な対策工の構造物等の劣化・損傷等がないか 

・その他、対策工の構造物に何らかの劣化・損

傷等の異状がないか 

・斜面の状態に異状がないか 

その他土木構造物 ・ダムの安全性及び機能に影響を及ぼすよう

な構造物の劣化・損傷等がないか 

・その他、何らかの劣化・損傷等の異状がない

か 
 

管理用通路等 
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表－8(3)  ダム施設・貯水池の状態（検査項目２）の検査事項及び検査箇所等 

検査 

事項 
検査箇所 検査の着眼点 検査方法 

機
械
設
備
の
状
態 

放流設備 ・ダムの安全性及び機能に影響を及ぼすよう

な放流設備の劣化・損傷等がないか 

・ゲートの作動に異状がないか、ゲート損傷が

ないか 

・開閉装置の作動に異状がないか 

・給油脂の状態、規定電流値（機械式）、設定油

圧値（油圧式）に異状がないか 

・定期点検等の

記録の確認 

・目視や動作確

認による設備

状態の確認 

 常用放流設備 

非常用放流設

備 

利水放流設備 

水位低下放流

設備等 

堤内排水設備 

 

 

・排水ポンプの不具合、配管の閉塞など、設備

の状態に異状がないか 

昇降設備 

 

 

・設備の不作動、昇降時の異音など、設備の状

態に異状がないか 

係船設備 

 

 

・設備の不作動、走行レールの変形など、設備

の状態に異状がないか 

流木止設備 

 

 

・網場、アンカー等の設備の状態に異状がない

か 

水質保全設備 

 

 

・設備の不作動など、設備の状態に異状がない

か 
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表－8(4)  ダム施設・貯水池の状態（検査項目２）の検査事項及び検査箇所等 

検査 

事項 
検査箇所 検査の着眼点 検査方法 

電
気
通
信
設
備
の
状
態 

受変電設備・配電設

備 

・ダムの安全性及び機能に影響を及ぼすよう

な受変電設備等の劣化・損傷等がないか 

・設備の不作動、配電不良など、設備の状態に

異状がないか 

・定期点検等の

記録の確認 

・目視や動作確

認による設備

状態の確認 予備発電設備・ダム

管理用水力発電設備 

・ダムの安全性及び機能に影響を及ぼすよう

な予備発電設備等の劣化・損傷等がないか 

・設定出力値、作動の状態に異状がないか 

ダム管理用制御処理

設備 

・ダムの安全性及び機能に影響を及ぼすよう

なダム管理用制御処理設備の劣化・損傷等が

ないか 

・ダム管理用制御処理設備の不具合、空調設備

の故障など、設備の状態に異状がないか 

通信設備 ・無線通信装置、電話交換装置、反射板、鉄塔

の状態に異状がないか 

放流警報設備 ・サイレン又はスピーカー、立札、テレコント

ロール設備の状態に異状がないか 

その他電気通信設備 ・その他電気通信設備の状態に異状がないか 

貯
水
池
周
辺
斜
面
の
状
態 

斜面対策工 ・ダムの安定性及び機能に影響を及ぼすよう

な対策工の構造物等の劣化・損傷等による機

能低下がないか 

・構造物の状態に異状がないか 

・注意が必要な

斜面の地形・

地質状況、対

策工、変動履

歴、挙動等の

斜面情報、巡

視・点検の記

録等の確認 

・目視等による

斜面状態の確

認 

自然斜面 ・貯水池周辺の地山の状態に異状がないか 

・監視等の注意を要する斜面に異状がないか 

・変状が生じている場合は、ダムの安全性及び

機能に影響を及ぼさないか 

その他周辺施設 ・貯水池周辺の護岸や周辺道路等の状態に異

状がないか 

 
 護岸 

周辺道路 

 
  



  

15 
 

表－8(5)  ダム施設・貯水池の状態（検査項目２）の検査事項及び検査箇所等 

検査 

事項 
検査箇所 検査の着眼点 検査方法 

観

測

・

計

測

設

備

の

状

態 

水文・水理観測設備 ・水位計の作動状況の異状、観測データの異常

がないか 

・設備の機能回復措置の必要性があるか 

 

・点検記録、計測

異常検出の記

録等の確認 

・目視等による

設備の状態の

確認 
気象観測設備 ・雨量計、テレメータ設備の作動状況の異状、

観測データの異常がないか 

・設備の機能回復措置の必要性があるか 

 

水質観測設備 ・水質観測設備の作動状況の異状、観測データ

の異常がないか 

・設備の機能回復措置の必要性があるか 

 

計測装置 ・漏水量計、間隙水圧計、揚圧力計、プラムラ

イン、地震計等の作動状況の異状、観測デー

タの異常がないか 

・測量杭の状態に異状がないか 

・設備の機能回復措置の必要性があるか 

そ
の
他
の
管
理
設
備
の
状
態 

管理棟 ・管理棟の状態に異状がないか 

・ダムの操作や維持管理に影響を及ぼすよう

な管理棟の劣化・損傷等がないか 

・点検や整備の

記録の確認 

・目視等による

設備の状態の

確認 警報車両 ・警報車の状態に異状がないか 

 

その他の管理設備 

（      ） 

・その他の管理設備の状態に異状がないか 

・ダムの維持管理に影響を及ぼすような劣化・

損傷等がないか 

貯
水
池
の
堆
砂
の

状
態 

貯水池 ・堆砂の進行が、ダムの安全性及び貯水池の機

能に影響を及ぼさないか 

・計画との差異が大きくないか 

・堆砂の進行により、貯水池上流部において、

洪水被害が発生するおそれがないか 

 

・堆砂状況等を

整理した資料

の確認 

・簡易計測等に

よる貯水池上

流部等の堆砂

状況の確認 

 堆砂 
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５．３．２ 個別判定の方法 

検査官は、ダム施設・貯水池の状態検査において、検査項目別に定めた検査箇所ごと

に、表－9(1)～(2)の個別判定区分により、個別判定を行う。 

なお、個別判定にあたっては、個々のダムの特性を踏まえ、検査箇所の変状や不具合

がダムの安全性及び機能に与える影響度を勘案して行う必要がある。 

 
表－9(1) ダム施設・貯水池の状態検査における検査箇所の個別判定区分 

個別判

定区分 
土木構造物の状態 機械設備の状態 電気通信設備の状態 

ａ 

・堤体・基礎地盤等の異状な挙

動や劣化・損傷等により、ダ

ムの安全性及び機能への影

響が認められ、直ちに措置

を講じる必要がある状態。 
 

・機械設備の劣化・損傷等によ

り、ダムの安全性及び機能へ

の影響が認められ、直ちに措

置を講じる必要がある状態。 

・電気通信設備の劣化・損傷等

により、ダムの安全性及び機

能への影響が認められ、直ち

に措置を講じる必要がある

状態。 

ｂ１ 

・ダムの安全性及び機能は保

持されていると判断される

ものの、堤体・基礎地盤等の

挙動に異状の兆候が認めら

れることから、速やかに措置

を講じる必要がある状態。 
 

・ダムの安全性及び機能は保

持されていると判断される

ものの、機械設備に異状の兆

候が認められることから、速

やかに措置を講じる必要が

ある状態。 

・ダムの安全性及び機能は保

持されていると判断される

ものの、電気通信設備に異状

の兆候が認められることか

ら、速やかに措置を講じる必

要がある状態。 

ｂ２ 

・ダムの安全性及び機能は保

持されていると判断される

ものの、堤体・基礎地盤等の

挙動や劣化・損傷等の状態か

ら、必要に応じて措置を講じ

る必要がある状態。 

・ダムの安全性及び機能は保

持されていると判断される

ものの、機械設備の劣化・損

傷等の状態から、必要に応じ

て措置を講じる必要がある

状態。 

・ダムの安全性及び機能は保

持されていると判断される

ものの、電気通信設備の劣

化・損傷等の状態から、必要

に応じて措置を講じる必要

がある状態。 

ｃ 

・挙動が安定しており、劣化・

損傷等が認められない、又は

軽微な劣化・損傷等は生じて

いるが、ダムの安全性及び機

能に影響を及ぼすおそれが

ないと判断され、状態監視を

継続することで良い状態。 
 

・機械設備に劣化・損傷等が認

められない、又は軽微な劣

化・損傷等は生じているが、

ダムの安全性及び機能に影

響を及ぼすおそれがないと

判断され、状態監視を継続す

ることで良い状態。 

・電気通信設備に劣化・損傷等

が認められない、又は軽微な

劣化・損傷等は生じている

が、ダムの安全性及び機能に

影響を及ぼすおそれがない

と判断され、状態監視を継続

することで良い状態。 
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表－9(2) ダム施設・貯水池の状態検査における検査箇所の個別判定区分 

個別判

定区分 

貯水池周辺斜面 

の状態 

観測・計測設備 

の状態 

その他の管理設備 

の状態 

貯水池の 

堆砂の状態 

ａ 

・斜面に地すべり等

が発生し、ダムの

安全性及び機能へ

の 影 響 が 認 め ら

れ、直ちに措置を

講じる必要がある

状態。 

・観測設備の劣化・損傷等によ

り、流水管理への影響が認

められ、直ちに措置を講じ

る必要がある状態。 

・堤体・基礎地盤等の異状な挙

動が認められる状況におい

て、計測設備の劣化・損傷等

により計測装置の機能が損

失しており、ダムの安定性

を判断することができない

ため、直ちに措置を講じる

必要がある状態。 

・管理棟の劣化・損傷

等により、ダムの機

能への影響が認めら

れ、直ちに措置を講

じる必要がある状

態。 

・堆砂の進行により、

ダムの機能への影

響が認められ、直

ちに措置を講じる

必要がある状態。 

ｂ１ 

・ダムの安全性及び

機能は保持されて

いると判断される

ものの、斜面に変

状の兆候が認めら

れることから、速

やかに措置を講じ

る 必 要 が あ る 状

態。 

・ダムの機能は保持されてい

ると判断されるものの、観

測設備に異状の兆候が認め

られることから、速やかに

措置を講じる必要がある状

態。 

・ダムの安定性を判断するこ

とは可能であるが、計測設

備に異状の兆候が認められ

ることから、速やかに措置

を講じる必要がある状態。 

 

・ダムの機能は保持さ

れていると判断され

るものの、管理棟に

異状の兆候が認めら

れることから、速や

かに措置を講じる必

要がある状態。 

・その他の管理設備

（管理棟除く）に異

状が認められること

から、速やかに措置

を講じる必要がある

状態。 

・ダムの機能は保持

されていると判断

されるものの、堆

砂の進行が認めら

れることから、速

やかに措置を講じ

る 必 要 が あ る 状

態。 

ｂ２ 

・ダムの安全性及び

機能は保持されて

いると判断される

ものの、緩慢な地

すべり性の変動や

潜在的な変動が見

られることから、

必要に応じて措置

を講じる必要があ

る状態。 

・ダムの機能は保持されてい

ると判断されるものの、観

測設備の劣化・損傷等の状

態から、必要に応じて措置

を講じる必要がある状態。 

・ダムの安定性を判断するこ

とは可能であるが、計測設

備の劣化・損傷等の状態か

ら、必要に応じて措置を講

じる必要がある状態。 

・ダムの機能は保持さ

れていると判断され

るものの、管理棟の

劣化・損傷等の状態

から、必要に応じて

措置を講じる必要が

ある状態。 

・その他の管理設備

（管理棟除く）の劣

化・損傷等から、必要

に応じて措置を講じ

る必要がある状態。 

・ダムの機能は保持

されていると判断

されるものの、堆

砂 の 進 行 状 況 か

ら、必要に応じて

措置を講じる必要

がある状態。 

ｃ 

・変状の懸念がある

斜面はなく、斜面

は安定しており、

ダムの安全性及び

機能に影響を及ぼ

すおそれがないと

判断され、状態監

視を継続すること

で良い状態。 

・観測設備に劣化・損傷等が認

められない、又は軽微な劣

化・損傷等は生じているが、

ダムの機能に影響を及ぼす

おそれがないと判断され、

状態監視を継続することで

良い状態。 

・計測設備に劣化・損傷等が認

められない、又は軽微な劣

化・損傷等は生じているが、

ダムの安定性を判断するこ

とは可能であると判断さ

れ、状態監視を継続するこ

とで良い状態。 

・その他の管理設備に

劣化・損傷等が認め

られない、又は軽微

な劣化・損傷等は生

じているが、ダムの

機能に影響を及ぼす

おそれがないと判断

され、状態監視を継

続することで良い状

態。 

・堆砂は認められる

ものの、ダムの機

能に影響を及ぼす

おそれがないと判

断され、状態監視

を継続することで

良い状態。 
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５．３．３ 総合判定の方法 

検査官は、ダム施設及び貯水池の状態について、表－10 の総合判定区分により、総合

判定を行う。 

 

表－10 ダム施設及び貯水池の状態の総合判定区分 

総合判定区分 状  態 

Ａ 

ダムの安全性及び機能への影響が認められ、直ちに措置を講じる

必要がある。 

（ａ判定とした検査箇所がある。） 

Ｂ１ 

ダムの安全性及び機能は保持されていると判断されるものの、速

やかに措置を講じる必要がある。 

（ａ判定とした検査箇所はないが、ｂ１判定とした検査箇所があ

る。） 

Ｂ２ 

ダムの安全性及び機能は保持されていると判断されるものの、必

要に応じて措置を講じる必要がある。 

（ａ判定及びｂ１判定とした検査箇所はないが、ｂ２判定とした

検査箇所がある。） 

Ｃ 

ダムの安全性や機能に影響を及ぼすおそれがないと判断され、状

態監視を継続する。 

（全ての検査箇所がｃ判定である。） 

 
 

 



検査様式1－1

ダム管理者名
検査日

　水　系：

　河川名：

　目　的： ※

ダム型式 総貯水容量 (千ｍ3)

ダム完成年月 有効貯水容量 (千ｍ3)

ダム高 (ｍ) 平常時最高貯水位 (EL.ｍ)

堤頂長 (ｍ) 洪水時最高水位 (EL.ｍ)

堤体積 (千ｍ3) 計画高水流量 (ｍ3/s)

非越流部標高 (EL.ｍ) 設計洪水流量 (ｍ3/s)

集水面積 (㎞2) 既往最大流入量 (ｍ3/s)

湛水面積 (㎞2) 洪水調節方式

洪水吐き（常用）

洪水吐き（非常用）

利水（低水）放流設備

既往の主なその他事故等の記録

ダムの諸元及び主な地震・洪水等の記録

既往の主な洪水記録

コンジットゲート（H・、W・）、○門

クレストゲート（H・、W・）、○門

○○バルブ（φ○）、○条

ダム名：○○ダム

発生年月日（○○台風）：　流域平均総雨量、最大流入量、最
大放流量

（平成○年○月○日～○日）

(1) 諸元

既往の主な地震記録

※F：洪水調節, N：不特定用水・河川維持用水, A：かんがい用水, W：上水道用水,
　I：工業用水, P：発電, S：消流雪用水, R：レクリエーション

(2) 主な地震・洪水等の記録

発生日時（震源）：天端○gal、基礎部○gal、近傍の気象庁観
測所の震度

（○○地方整備局○○ダム管理所）



検査日 指摘事項 対 応 状 況 対応の報告日

検査項目： 報告日：

検査事項：

検査箇所：

検査項目： 報告日：

検査事項：

検査箇所：

検査項目： 報告日：

検査事項：

検査箇所：

検査項目： 報告日：

検査事項：

検査箇所：

検査項目： 報告日：

検査事項：

検査箇所：

検査項目： 報告日：

検査事項：

検査箇所：

検査項目： 報告日：

検査事項：

検査箇所：

検査項目： 報告日：

検査事項：

検査箇所：

検査項目： 報告日：

検査事項：

検査箇所：

検査項目： 報告日：

検査事項：

検査箇所：

検査項目： 報告日：

検査事項：

検査箇所：

検査項目： 報告日：

検査事項：

検査箇所：

検査項目： 報告日：

検査事項：

検査箇所：

検査項目： 報告日：

検査事項：

検査箇所：

検査項目： 報告日：

検査事項：

検査箇所：

検査様式1－2

　年　月　日

　年　月　日

　年　月　日

　年　月　日

　年　月　日

　年　月　日

　年　月　日

　年　月　日

判定「a」

定期検査での指摘事項と対応の経緯

　年　月　日

　年　月　日

　年　月　日

　年　月　日

　年　月　日

　年　月　日

　年　月　日



　　　　指摘事項　：

注1：対応方針及び対応状況は、指摘事項ごとに記載すること。

注2：対応方針には、対応策の内容とその実施時期をできるだけ具体的に記載すること。

注3：必要に応じて、補足説明のための資料を添付すること。

３．対　応　状　況

　　　検査箇所　　：

２．対　応　方　針

検査様式1－3

定期検査での指摘事項と対応方針及び対応状況

定期検査実施年月日：　平成　年　月　日

１．定 期 検 査 で の 指 摘 事 項（ａ判定の場合）

　検査項目　　　　：

　　検査事項　　　：

記入年月日　　　　：　平成　年　月　日



検査様式2－1

管　理　体　制

〇指摘事項（ａ判定の場合）

〇意見（ｂ判定の場合）

ダム施設の維持管理状況

〇指摘事項（ａ判定の場合）

〇意見（ｂ判定の場合）

貯水池の維持管理状況

〇指摘事項（ａ判定の場合）

〇意見（ｂ判定の場合）

流水管理状況

〇指摘事項（ａ判定の場合）

〇意見（ｂ判定の場合）

総合判定は、以下の区分により記入する。

Ａ：直ちに改善の措置が必要である。

　　（ａ判定とした検査事項がある。）

Ｂ：一部問題はあるが、全体的な問題はない。

　　（ａ判定とした検査事項はないが、ｂ判定とした検査事項がある。）

Ｃ：全体的に問題はない。

　　（全ての検査事項がｃ判定である。）

定期検査結果総括票（維持管理状況検査）

総　　合　　判　　定 （　Ａ，　Ｂ，　Ｃ　）

指摘事項・意見（検査官記載）



検査様式2－2

〇指摘事項（ａ判定の場合）

〇意見（ｂ１，ｂ２判定の場合）

　総合判定は、以下の区分により記入する。

Ｂ２：ダムの安全性及び機能は保持されていると判断されるものの、必要に応じて措置を講じる必要がある。
　　　（ａ判定及びｂ１判定とした検査箇所はないが、ｂ２判定とした検査箇所がある。）

Ｃ　：ダムの安全性や機能に影響を及ぼすおそれがないと判断され、状態監視を継続する。
　　　（全ての検査箇所がｃ判定である。）

指摘事項・意見（検査官記載）

定期検査結果総括票（ダム施設及び貯水池の状態検査）

総　合　判　定 （　Ａ，　Ｂ１，　Ｂ２，　Ｃ　）

Ａ　：ダムの安全性及び機能への影響が認められ、直ちに措置を講じる必要がある。
　　　（ａ判定とした検査箇所がある。）

Ｂ１：ダムの安全性及び機能は保持されていると判断されるものの、速やかに措置を講じる必要がある。
　　　（ａ判定とした検査箇所はないが、ｂ１判定とした検査箇所がある。）



検査様式3－1

資料・記録

の有無

（ダム管理者記載）

有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

地震発生時の体制 有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

出水時の体制 有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

事故等発生時の体制 有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

平常時の体制整備の状況

非
常
時
の
体
制
整
備
の
状
況

操作等の演習の実施状況

機械、器具及び資材の配
備状況

検　査　結　果（検査官記載）

検査票（維持管理状況検査）

検査項目：管理体制

判定の理由判　定
検査事項



検査様式3－2

資料・記録

の有無

（ダム管理者記載）

有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

巡視・点検の記録 有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

維持・修繕等の記録 有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

地震観測記録 有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

検査票（維持管理状況検査）

検査項目：ダム施設の維持管理状況

出水時臨時点検の実施状
況

判定の理由判　定

検　査　結　果（検査官記載）

記
録
資
料
の
保
存
・
整
理
状
況

巡視・日常点検の実施状
況

地震時臨時点検の実施状
況

長寿命化計画に基づく保
全対策等の実施状況

検査事項



検査様式3－3

資料・記録

の有無

（ダム管理者記載）

有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

判定の理由

記録資料の保存・整理状
況

検査事項
判　定

検査票（維持管理状況検査）

検査項目：貯水池の維持管理状況

検　査　結　果（検査官記載）

貯水池の状態把握の実施
状況

貯水池の状態を踏まえた
対策の実施状況



検査様式3－4

資料・記録

の有無

（ダム管理者記載）

有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

ダム管理年報等 有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

観測等の記録 有　・　無 ａ，ｂ，ｃ

検査票（維持管理状況検査）

検査項目：流水管理状況

判定の理由

水文・水理観測及び気象
情報の収集状況

高水管理の実施状況

低水管理の実施状況

記
録
資
料
の
保
存
・
整
理
状
況

検査事項
判　定

検　査　結　果（検査官記載）



検査様式3－5

漏水 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

変形（変
位）

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

揚圧力 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

漏水 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

変形（変
位）

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

間隙水圧 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

浸潤線 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

上流面 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

下流面 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

堤頂部 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

監査廊 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

上流面 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

下流面 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

堤頂部 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

監査廊 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

　当該ダムで、該当の無い検査箇所については、「日常管理で気付いた点」及び「検査結果」
の欄に、斜線を引くこと。

計測結果
（フィルダム）

計測結果
（コンクリート
ダム）

堤体
（コンクリート
ダム）

堤体
（フィルダム）

検査票（ダム施設・貯水池の状態検査）

検査結果（検査官記載）

判定の理由
検査箇所

日常管理で
気付いた点
（ダム管理
者記載）

検査項目：ダム施設・貯水池の状態

判定

検査事項：土木構造物の状態
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検査票（ダム施設・貯水池の状態検査）

検査結果（検査官記載）

判定の理由
検査箇所

日常管理で
気付いた点
（ダム管理
者記載）

検査項目：ダム施設・貯水池の状態

判定

検査事項：土木構造物の状態

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

流入部 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

越流部 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

導流部 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

減勢工 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

放流管 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

取水設備 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

放流設備 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

その他土木構
造物

管理用通路
等

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

　当該ダムで、該当の無い検査箇所については、「日常管理で気付いた点」及び「検査結果」
の欄に、斜線を引くこと。

堤体周辺斜面

基礎地盤

洪水吐き
（土木構造物
部分）

その他の放流
設備
（土木構造物
部分）
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常用放流設
備

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

非常用放流
設備

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

利水放流設
備

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

水位低下放
流設備等

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

　当該ダムで、該当の無い検査箇所については、「日常管理で気付いた点」及び「検査結果」
の欄に、斜線を引くこと。

検査票（ダム施設・貯水池の状態検査）

堤内排水設備

昇降設備

係船設備

水質保全設備

放流設備

流木止設備

検査結果（検査官記載）日常管理で
気付いた点
（ダム管理
者記載）

検査箇所

検査項目：ダム施設・貯水池の状態

検査事項：機械設備の状態

判定 判定の理由
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ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

　当該ダムで、該当の無い検査箇所については、「日常管理で気付いた点」及び「検査結果」
の欄に、斜線を引くこと。

検査票（ダム施設・貯水池の状態検査）

検査項目：ダム施設・貯水池の状態

判定

その他電気通信設備

ダム管理用制御処理設備

通信設備

受変電設備・配電設備

予備発電設備・ダム管理用
水力発電設備

放流警報設備

検査事項：電気通信設備の状態

検査結果（検査官記載）日常管理で
気付いた点
（ダム管理
者記載）

判定の理由
検査箇所
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ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

護岸 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

周辺道路 ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

　当該ダムで、該当の無い検査箇所については、「日常管理で気付いた点」及び「検査結果」
の欄に、斜線を引くこと。

その他周辺施
設

検査事項：貯水池周辺斜面の状態

検査票（ダム施設・貯水池の状態検査）

自然斜面

判定の理由

日常管理で
気付いた点
（ダム管理
者記載）

検査箇所

斜面対策工

判定

検査結果（検査官記載）

検査項目：ダム施設・貯水池の状態
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ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

　当該ダムで、該当の無い検査箇所については、「日常管理で気付いた点」及び「検査結果」
の欄に、斜線を引くこと。

水質観測設備

計測装置

検査結果（検査官記載）

判定

検査事項：観測・計測設備の状態

水文・水理観測設備

気象観測設備

検査票（ダム施設・貯水池の状態検査）

日常管理で
気付いた点
（ダム管理
者記載）

判定の理由
検査箇所

検査項目：ダム施設・貯水池の状態



検査様式3－10

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

　当該ダムで、該当の無い検査箇所については、「日常管理で気付いた点」及び「検査結果」
の欄に、斜線を引くこと。

警報車両

その他の管理設備
（　　　　　　　　　）

検査票（ダム施設・貯水池の状態検査）

検査項目：ダム施設・貯水池の状態

検査事項：その他の管理設備の状態

管理棟

日常管理で
気付いた点
（ダム管理
者記載）

判定

検査結果（検査官記載）

検査箇所
判定の理由
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ａ，ｂ１，ｂ２，ｃ

　当該ダムで、該当の無い検査箇所については、「日常管理で気付いた点」及び「検査結果」
の欄に、斜線を引くこと。

貯水池

判定の理由判定

検査結果（検査官記載）

検査事項：貯水池の堆砂の状態

検査項目：ダム施設・貯水池の状態

検査票（ダム施設・貯水池の状態検査）

日常管理で
気付いた点
（ダム管理
者記載）

検査箇所


